
 

 

 
第１部 

保健部の概要 

 

 

 

  



 



庶 務 係

医 事 薬 事 係

難 病 相 談 係

動 物 愛 護 係

精 神 保 健 係

地域保健第１係

給 付 係

予 防 係

副

市

長

市

　
　
長

収 納 第 1 係

企 画 係

地域保健第２係

地域保健第３係

健 康 増 進 課

地域保健センター

疾 病 対 策 課

令和６年４月１日現在
事 務 室

高齢者保険事業室

看 護 専 門 学 校

国 保 収 納 課

国民健康保険課

教 務 室

（埼玉県後期高齢者医療広域連合に2人派遣）

健 診 係

食肉衛生検査所

感 染 症 係

食 品 衛 生 係

収 納 第 2 係

給 付 係

資 格 第 1 係

保 健 総 務 課

管 理 課 管 理 係

保 険 係

検 査 係

地域保健推進係

衛 生 検 査 課

食 品 衛 生 課

生 活 衛 生 課

第１章　行政組織

生 活 衛 生 係

資 格 第 2 係

※令和６年４月１日に新型コロナウイルスワクチン接種推進室を廃止し、健康増進課予防係に統合
しました。

保

健

所

保

健

部
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総

数

一

般

事

務

医

師

薬

剤

師

獣

医

師

保

健

師

看

護

師

等

精

神

保

健

福

祉

士

管

理

栄

養

士

栄

養

士

理

学

療

法

士

臨

床

検

査

技

師

1 1

1 1

14 13 1

管 理 課 16 10 1 3 2

疾 病 対 策 課 31 7 19 5

健 康 増 進 課 30 16 12 2

地 域 保 健
セ ン タ ー

49 3 45 1

生 活 衛 生 課 12 2 2 7 1

食 品 衛 生 課 25 1 8 14 2

衛 生 検 査 課 10 4 6

46 43 3

27 27

15 14 1

18 5 13

295 142 2 17 27 83 13 5 5 0 0 1

第２章　職員配置表

令和６年４月１日現在の実配置

高齢者保険事業室

看 護 専 門 学 校

総 数

川

口

市

保

健

所

（単位：人）

部 長

保 健 所 長
（ 保 健 部 理 事 ）

保 健 総 務 課

国 民 健 康 保 険 課

国 保 収 納 課
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第３章 事務分掌 

 

保健総務課 

（１）部内の連絡調整に関すること 

（２）保健所との連絡調整に関すること 

（３）保健医療関係団体との連絡調整に関すること 

（４）健康づくりなど保健施策の企画調整に関すること 

（５）市営の墓地、納骨堂及び火葬場に関すること 

（６）葬祭事業に関すること 

（７）新型インフルエンザ等対策に関すること 

（８）鳩ヶ谷庁舎の管理に関すること 

 

管理課 

（１）保健所の庶務及び運営に関すること 

（２）保健衛生統計等に関すること 

（３）保健衛生関係従事者の免許申請の受付に関すること 

（４）医事に関すること 

（５）薬事に関すること 

（６）温泉の利用の許可等に関すること 

（７）死体保存の許可に関すること 

（８）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所開設等に関すること 

（９）柔道整復師の施術所開設等に関すること 

（10）衛生検査所開設等に関すること 

（11）歯科技工所開設等に関すること 

（12）献血推進事業に関すること 

 

疾病対策課 

（１）感染症の予防等に関すること 

（２）精神保健福祉に関すること 

 

健康増進課 

（１）予防接種に関すること 

（２）母子保健の給付に関すること 

（３）がん検診及び健康診査並びに市全域における健康づくりに関すること 

（４）歯科口腔保健に関すること 

 

地域保健センター 

（１）こども家庭センター事業に関すること 

（２）地域における健康づくりに関すること 
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生活衛生課 

（１）生活衛生に関すること 

（２）狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理に関すること 

（３）専用水道、簡易専用水道の届出の受付、指導等 

（４）墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること 

（５）化製場等の設置並びに動物の飼養及び収容の許可等に関すること 

  

  食品衛生課 

（１）食品衛生に関すること  

（２）給食施設指導に関すること 

（３）と畜検査に関すること 

（４）食肉衛生検査所に関すること 

（５）食鳥肉衛生に関すること 

 

衛生検査課 

（１）衛生検査に関すること 

 

国民健康保険課 

（１）国民健康保険に関すること 

（２）保健事業に関すること 

（３）日雇特例被保険者健康保険に関すること 

 

国保収納課 

（１）国民健康保険税の徴収に係る企画調整及び進行管理に関すること 

（２）国民健康保険税の徴収に関すること 

（３）市税の滞納処分に関すること 

 

高齢者保険事業室 

（１）後期高齢者医療制度に関すること 

 

看護専門学校 

（１）看護師の育成に関すること 

-6-



一般会計
（単位：円）

24,294,393,861

11,115,082,812

保 健 衛 生 総 務 費 2,133,130,472

火 葬 事 業 費 330,518,912

霊 園 葬 祭 費 34,842,152

病 院 費 1,900,000,000

看 護 学 校 費 215,398,850

保 健 所 費 80,567,869

予 防 費 547,565,619

保 健 活 動 費 5,739,987,535

生 活 衛 生 費 38,189,961

食 品 衛 生 費 16,445,221

衛 生 検 査 費 78,436,221

特別会計 （単位：円）

52,063,841,742

7,853,764,491

241,899,569

第４章　予算等の概要

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

令和５年度　歳出決算額

１０目

看 護 学 校 事 業

４款 衛 生 費

１項

１目

２目

９目

１１目

保 健 衛 生 費

３目

４目

５目

６目

７目

８目
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一般会計
（単位：円）

27,278,525,000

9,933,296,000

保 健 衛 生 総 務 費 2,373,826,000

火 葬 事 業 費 363,500,000

霊 園 葬 祭 費 97,455,000

病 院 費 1,900,000,000

看 護 学 校 費 236,319,000

保 健 所 費 40,628,000

予 防 費 122,178,000

保 健 活 動 費 4,636,947,000

生 活 衛 生 費 45,157,000

食 品 衛 生 費 23,745,000

衛 生 検 査 費 93,541,000

特別会計 （単位：円）

51,374,000,000

8,925,200,000

266,700,000看 護 学 校 事 業

２目

３目

４目

５目

６目

７目

８目

９目

１１目

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

１０目

１目

令和６年度　歳出予算額（当初）

４款 衛 生 費

１項 保 健 衛 生 費
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第５章 関連計画 

第１節 川口市健康・生きがいづくり計画（第二次） 

１ 計画策定の背景 

平成１３年度に「川口市健康・生きがいづくり計画」を、平成１９年度には「川口市健康・生

きがいづくり計画」（後期計画）を策定し、基本理念「健康で生きがいをもって暮らすことがで

きる都市・川口」を実現するため、各種施策を推進してきました。平成２５年度で後期計画が終

了することに伴い、少子高齢化の進行など社会環境の変化に対応するため、国・県の計画を勘案

し、新たな健康・生きがいづくりの指針として「川口市健康・生きがいづくり計画（第二次）」

を平成２６年３月に策定しました。 

 

２ 計画期間 

計画の期間は、当初、平成２６年度から令和５年度までの１０年間としていましたが、国の「健

康日本２１（第二次）」の計画期間が１年間延伸したことにより、本計画の計画期間を１年間延

伸し、令和６年度までとしています。 

ただし、計画の進捗状況や今後の課題に関して検討を行うとともに、国・県の状況などによっ

て必要に応じて見直すこととします。 

 

３ 計画の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 基本理念 

「健康で生きがいをもって暮らすことができる都市・川口」 

本計画の基本理念は「川口市健康・生きがいづくり計画」策定において、「健康日本２１」で

提案されていた「自分の健康は自分でつくる」という理念と「第３次川口市総合計画」で方向づ

けられていた「健康な暮らしづくり」という理念とを考慮したものです。この基本理念が目指す

姿は市民一人ひとりが健康で生きがいをもつことです。これは本市の健康・生きがいづくりを推

進するうえでの最大かつ恒久的なものであると考え、「川口市健康・生きがいづくり計画（第二

次）」においても継続します。 

健
康
で
生
き
が
い
を
も
っ
て 

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
都
市
・
川
口 

健康寿命の延伸と 

健康格差の縮小 

生活習慣病の 

発症予防と重症化予防 

健康を支え守るための 

社会環境の充実 

生きがいづくりの推進 

がん 

循環器疾患 

糖尿病 

栄養・食生活 

身体活動・運動 

休養・こころの健康 

飲酒 

喫煙 

歯・口腔の健康 

生きがいづくり 

基本理念 基本目標 取組分野 
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５ 基本目標 

基本理念を実現するために、「健康日本２１（第二次）」で提唱されている基本目標を考慮する

とともに、生活にハリを与え、より良い人生を送るために重要な要素となる「生きがい」を合わ

せた次の４つを川口市の基本目標として掲げ、目標を達成するための取り組みを推進します。 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

（２）生活習慣病の発症予防と重症化予防 

（３）健康を支え守るための社会環境の充実 

（４）生きがいづくりの推進 

 

６ 取組分野 

基本理念及び基本目標を実現するために、国の「健康日本２１（第二次）」を考慮するととも

に、前計画から「生きがいづくり」を引き継ぎ、１０の取組分野を設定し、取組分野ごとに目標

及び指標を設定しています。 

 

７ 計画の推進と評価 

（１）計画の推進について 

この計画の推進にあたっては、国や県の健康づくりに関する方針を踏まえながら、川口市健

康福祉分野の行政計画と整合を図り、川口市地域保健審議会を中心に推進するとともに、関係

団体等との連携を強化し、市民の健康づくりと生きがいづくりを支援することを目指します。 

また、「食」は「健康づくり」と密接に関係し重要な施策であることから、「川口市健康・生

きがいづくり計画（第二次）」と「川口市食育推進計画（第２次）」を総合的・一体的に推進す

るため、次期計画では一元化し、ひとつの計画として策定いたします。 

 

（２）計画の評価について 

この計画の評価については、毎年度、各分野における取組の状況を把握し、川口市地域保健

審議会において報告します。また、計画の最終年度には、市民意識調査の実施等により、目標

の達成度について評価を行います。ただし、国・県の状況などによっては、計画期間中におい

ても必要に応じて評価を行います。 
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第２節  川口市食育推進計画（第２次） 

１ 計画策定の背景と目的 

食は生きる上での基本となるものであり、心身の健やかな成長や維持に欠かせないものです。

しかし、近年、ライフスタイルの多様化等、食をめぐる環境は大きく変化しており、不規則な食

生活や栄養の偏りによる肥満や生活習慣病の増加、「食」の安全性に対する不安の高まりや食料

自給率の低迷等、様々な課題が浮かび上がっています。 

国は平成１７年７月に「食育基本法」を施行し、国民運動として「食育」を推進することを決

め、平成１８年３月に『食育推進基本計画』を策定し、その後、令和３年３月には『第４次食育

推進基本計画』を策定しています。また、埼玉県も平成２０年２月に『埼玉県食育推進計画』を

策定し、その後、平成３１年３月に『埼玉県食育推進計画（第４次）』を策定しています。 
本市においても、国や埼玉県の食育推進に関する方向性を踏まえ、平成２２年３月に『川口市

食育推進計画』を策定、平成２９年３月に現在の『川口市食育推進計画（第２次）』を策定しま

した。 
 

２ 計画期間 

計画の期間は、当初、令和３年度までの５年間としていましたが、「食」は「健康づくり」と

密接に関係し重要な施策であることから、『川口市健康・生きがいづくり計画（第二次）』の計画

期間に合わせ総合的・一体的に推進するため計画期間を３年間延伸し、令和６年度までとしてい

ます。 
なお、社会情勢の変化等によって見直しが必要になった場合には、計画期間内であっても、適

宜内容の見直しを図ることとしています。 
 

３ 基本理念 

 「笑顔の食事がつなぐ 明日の元気」 

 

４ 基本構想 

  基本理念に基づき、３つの目標計画を立てるとともに、ライフステージ別の行動指標を示し、

家庭、地域、団体、行政が取組む事柄や市民一人ひとりが担う役割などを取りまとめました。 

 

（１）目標  

  目標１「学んで実践！ 私に合った健康な食生活」 

  【推進施策】  ・食の楽しさ・大切さを学びます 

         ・栄養バランスを学び実践します 

         ・適正体重の維持を意識した食生活を身につけ実践します 

         ・規則正しい食生活を身につけ実践します 

・主食・主菜・副菜を組み合わせた食生活を実践します 

         ・よく噛んで食べて、丈夫な歯を守ります 

 

  目標２「食を知り 食を楽しみ 温もりある心を育みます」 

  【推進施策】  ・食を通じてコミュニケーションを深めます 

         ・食の安全性を学びます 

         ・環境に配慮した食生活を身につけ実践します 
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  目標３「川口の食文化 知ろう 創ろう つなげよう」 

  【推進施策】 ・地域の食文化や食資源について学び食生活に取り入れます 

         ・家庭の味や伝統食等の食文化の継承につとめます 

         ・地域にあった食文化を創造します 

 

（２）成果指標 

   食育に関わる各主体が取り組みの目標や課題を共通認識し、食育を効果的に推進するため、

数値目標を設定し、取り組みの達成状況や成果を測る指標としています。 

 

９つの数値目標（現状値 ⇒ 目標値） 

①食育に関心を持っている市民の割合 

63.9% ⇒  85% 以上 

⑤メタボリックシンドローム(内臓脂肪

症候群)を認知している市民の割合 

77.1% ⇒ 85% 以上 

②朝食を欠食する市民の割合 

小学生    1.0% ⇒  0% 

中学生       2.4% ⇒  0% 

20 歳代男性  13.3% ⇒ 10% 以下 

20 歳代女性  17.1% ⇒ 10% 以下 

30 歳代男性  23.8% ⇒ 15% 以下 

30 歳代女性   4.5% ⇒ 4.5% 以下 

⑥食に関するボランティアの数（川口市

食生活改善推進員の数） 

620 名 ⇒  5% UP 

⑦食品の安全性に関する基本的な知識を

持っている市民の割合 

49.5% ⇒ 65% 以上 

⑧食品ロスの問題に関心を持っている市

民の割合 

72.0% ⇒ 80% 以上 
③学校給食における地場産物(県内産)を

使用する割合(品目数ベース) 

16.4% ⇒ 30% 以上 
⑨夕食を一人で食べることが多いとする

市民の割合 

 小学生     2.3% ⇒  0% 

  中学生     7.8% ⇒  3% 以下 

18 歳以上   26.9%  ⇒  15% 以下 

④｢食事バランスガイド｣等を参考に食生

活を送っている市民の割合 

17.1% ⇒ 40% 以上 

 
 

５ 計画の推進 

  食育の推進にあたっては、家庭、保育所、幼稚園、学校等、地域、事業者、行政などが相互に

つながりを持ちながら取り組んでいく必要があります。そのためには、庁内関係各課が連携し、

川口市地域保健審議会の協力を得ながら食育を推進します。 
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第３節 川口市自殺対策推進計画（第２次） 

１ 計画策定の背景 

本計画は、平成２８年に改正された自殺対策基本法に基づき、自殺対策の本質が生きることの

支援にあることを念頭に、「誰も自殺に追い込まれることのない川口市」の実現を、市民、関係

機関、行政等が一体となって目指すための指針として平成３１年３月に策定しました。 

令和５年度に計画期間が終了することを受け、近年の社会状況や自殺対策の国の指針である自

殺総合対策大綱等を踏まえつつ、これまで以上の取組を推進するため「川口市自殺対策推進計画

（第２次）」を令和６年３月に策定しました。 

 

２ 基本理念 

「誰もが自殺に追い込まれることのない 

助け合い、支え合うことのできる地域社会の実現」 

 

３ 計画の基本方針 

 

（１）生きることの包括的な支援の推進 

（２）関連施策との有機的な連携強化による総合的な取り組み 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪としての推進 

（５）市、関係機関・団体、企業及び市民の役割の明確化と連携・協働の推進 

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮 

 

 

４ 計画の期間と数値目標 

計画の期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和１０年度（２０２８年度）までの５年間

です。 

 また、本計画における当面の目指すべき目標値として、平成２７年（２０１５年）の自殺死亡

率（人口１０万人当たりの自殺者数）※１５．８を、令和８年までに１１．１以下に減少させる

ことを目指します。 

※自殺死亡率出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

和暦 

（年度） 
Ｈ３０ 

H３１

R1 

R2 R3 R4 R5 R6 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

西暦 

（年度） 
201８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ 20２５ 202６ 202７ 202８ 202９ 

計画 
期間 

            

 

川口市自殺対策推進計画 

（第１次） 

川口市自殺対策推進計画 

（第２次） 
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５ ６つの基本施策と４つの重点施策 

  本市の自殺対策は、「６つの基本施策」と、「４つの重点施策」で構成されています。 

「６つの基本施策」とは、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取り組

みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「４つの重点施策」は、本市における自殺の現状分析及び川口市地域保健審議会部会（川

口市自殺対策推進計画（第２次）策定会議）での検討結果を踏まえ、「高齢者」、「勤労者」「生活

困窮者」及び「女性」の対策を４つの柱として推進し、それぞれの対象に関わる様々な施策を結

集させることで、「生きることの包括的な支援」として自殺対策の推進を図るものです。 

 

 

 

 

 

     

 

 

６ 計画の推進と進行管理 

保健、医療、福祉等の関係団体等で構成する「川口市地域保健審議会」において連携を図ると

ともに、必要な事項について調査審議し、施策を総合的かつ計画的に推進します。 

【６つの基本施策】 

１ 生きることへの希望がもてるつながりづくり 

２ 多様な相談体制の充実 

３ 子ども・若者が健やかに育つ環境づくりの推進 

４ 市民への啓発と周知 

５ 自殺対策を支える人材の育成 

６ 地域におけるネットワークの強化 

 

【４つの重点施策】 

１ 高齢者を対象とした取り組みの推進 

２ 勤労者を対象とした取り組みの推進 

３ 生活困窮者等への取り組みの推進 

               ４ 女性を対象とした取り組みの推進 
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第４節  川口市人と動物との調和のとれた 

          共生ができる地域社会の推進計画（第２次） 

 

１ 推進計画策定の趣旨 

近年、犬や猫などの動物は、飼い主にとって、心にうるおいや癒しを与える良き伴侶、あるい

は家族の一員として、ますます身近なものとなってきています。 

その一方で、動物の虐待や遺棄、不適切な飼い方による近隣とのトラブルなど動物の飼育に関

して様々な問題が地域で発生しています。特に、本市のような住宅地が多い地域では大きな問題

となっています。 

本市では平成３０年４月の中核市移行により、動物行政が埼玉県から移譲されることに伴い、

「川口市動物の愛護及び管理に関する条例（以下「条例」という。）」を同年１０月から施行し、

これに併せて、「川口市人と動物との調和のとれた共生ができる地域社会の推進計画」を策定し

ました。 

そのような中、令和元年６月に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令

和元年法律第３９号。）」が公布され、動物取扱業のさらなる適正化、動物の虐待等に対する罰則

の強化、販売される犬・猫へのマイクロチップの装着等の義務化などが新たに規定されたことか

ら、これらの改正内容や市の現状を踏まえ、「川口市人と動物との調和のとれた共生ができる地

域社会の推進計画（第２次）」を策定しました。 

本計画では、条例で定める基本理念を達成するために、本市の現状や課題を抽出し、設定した

目標を着実に実施するための施策や取り組みを示しており、本市の動物愛護行政の基盤として、

人と動物との調和のとれた共生ができる地域社会の実現に向け、取り組んでいきます。 

 

 

２ 計画期間 

令和５年１０月１日から令和１０年９月３０日までの５年間とします。 

ただし、法等の改正や地域の実情等に応じ再考が必要な場合は、見直しを行うものとします。 

 

 

３ 目標 

（１）共生社会の推進 

条例の基本理念に基づき、共生社会の実現に向けて施策や具体的な取り組みを推進します。 

【施策】 

①飼い主の責務及び適正飼養の普及啓発 

②狂犬病予防の推進 

    ③多頭飼育対策 

④飼い主のいない猫への対応 

    ⑤動物の遺棄・虐待対策 

⑥協力団体・ボランティアとの連携 
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（２）事業者等の社会的責任の周知徹底 

   動物取扱業者及び特定動物飼養者の専門性を活かし、一般飼養者の模範となるように法令遵

守と安全確保の徹底を図ります。 

【施策】 

①動物取扱業の適正化及び資質の向上 

②特定動物の適正な飼養管理の徹底 

 

（３）殺処分数の減少 

   終生飼養の徹底や飼い主のいない猫対策などの取り組みを促進させ、動物の引き取りを減少

させるとともに、市や動物愛護団体等による譲渡を普及、拡大することにより、殺処分数の減

少を目指します。 

【施策】 

犬・猫の殺処分の抑制 

 

（４）危機管理体制の強化 

動物由来の感染症に係る市民の理解や、その発生に備えた連携体制の整備、災害発生時にお

ける飼い主と動物の同行避難等の体制整備を進め、危機管理体制の強化を目指します。 

【施策】 

①動物由来感染症対策 

②災害時対応の整備 
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第５節 川口市食品衛生監視指導計画 

１ 策定の趣旨 

「川口市食品衛生監視指導計画」は、食品等の安全性の確保と食品衛生に関する正しい知識の

普及を目的とし、食品衛生法第２４条に基づき、年度ごとに策定するものです。 

 

 

２ 計画の適用期間及び適用区域 

  適用期間は当該年度１年間とし、川口市内全域を適用区域とします。 

 

 

３ 実施体制 

（１）監視指導 川口市保健所食品衛生課食品衛生係 

川口市保健所食品衛生課食肉衛生検査所 

（２）試験検査 川口市保健所衛生検査課検査係※ 

※一部検査は埼玉県衛生研究所、埼玉県食肉衛生検査センター、登録検査機関等に委託します。 

 

 

４ 関係機関 

日頃から関係機関と情報共有を行い、食の安全・安心に係る危害の防止を図ります。市域を超

えた食中毒発生時や違反・不良食品発見時には、速やかに情報を共有し、適切な対応を図ります。

特に、埼玉県内で食品衛生を所管する４県市(埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市)や、その他

近隣自治体とは、連絡会議等で食品衛生に関する情報共有を行い、緊密な連携の確保に努めます。

また、毒物混入等犯罪が疑われる事案については、埼玉県警察等と連携を図ります。 

 

 

５ 目標 

  保健所の監視対象に該当する施設については、市民の食の安全安心を確保するため、年間約 

１，４００施設(延べ数)を監視指導の目標とします。この他、営業許可調査、苦情・食中毒・違

反通報時の調査指導、及び大規模食中毒等発生時の緊急監視を行います。 
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第６節 川口市国民健康保険第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）

第４期特定健康診査等実施計画 
 

１ 計画の目的 
被保険者の皆様の健康の保持増進を図ることで「健康寿命の延伸」と「医療費の適正化」を目

的としています。 

川口市では、国保データベース（ＫＤＢ）等を活用した、特定健康診査の結果や診療報酬明細

書(レセプト)等のデータ分析を行い、優先的に取組むべき健康課題を抽出することで、生活習慣

病の発症及び重症化予防をはじめとした保健事業や特定健康診査等を効果的・効率的に実施しま

す。 

第 3期保健事業実施計画（データヘルス計画）の特徴としては、保険者共通の評価指標の設定

と高齢者保健事業と介護予防を一体的に実施するよう努めることが求められています。 

 

 

２ 計画期間 
この計画の期間は、令和 6 年度から令和 11 年度までの 6年間とします。 

 

 

３ 川口市国民健康保険の状況 
  市の人口は令和 4 年度 604,894 人、横ばいで推移しているものの、国民健康保険加入者数は

117,837 人となっており、毎年減少傾向で国保加入率は 19.5%となっています。また、外国人被

保険者数は毎年増加して、外国人人口の 38.4%が国民健康保険に加入しています。 

 

 

４ 医療・介護・健診の状況 

 

（１）医療費の状況 
①一人当たり国保の医療費は、年々増加し、令和 4年度は 301,749 円かかっています。 
②人工透析患者数、医療費ともに、令和 2年度を境に減ってきています。 

③生活習慣病治療率を年代でみると、40-64 歳では約 3割のかたが治療していますが、65 

歳以上になると 6割に伸び、75 歳以上では 8割のかたが治療を受けています。重症化予 

防のためには若いときからの生活習慣の改善が大事になってきます。 

④生活習慣病の治療者の構成割合をみると、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性腎症の

治療者では、高血圧、脂質異常症、糖尿病の基礎疾患を重複してもっているかたが多く

みられます。 

 

 

（２）介護保険の状況 
    介護認定者の数は年々増加し、令和 4 年度は、1 号被保険者(65 歳以上)が 24,289 人で認

定率は 17.6%です。2号認定者（40-64 歳）の数は、873 人です。何が原因で介護になってい

るかをみると、認知症、脳血管疾患、心不全が、要介護 3以上（重症度）の上位を占めてい

ます。 

 

（３）健診の状況 
    ①令和 4 年度健診受診者のメタボリックシンドロームの状況を男女別、年代別にみると、

男性の割合が女性の３～6倍も多くなっています。 

    ②HbA1c6.5%以上とⅡ度高血圧(160/100mmHg)以上の有所見者の翌年度の健診結果をみると、

4割のかたが翌年度健診未受診者で結果が把握できていません。重症化を予防するために、

継続して健診を受診してもらう働きかけを行っていきます。 
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５ 第２期計画の評価と課題 
川口市の「平均寿命」、「65 歳健康寿命」は、延伸していますが、一人当たり医療費が約 7万円

増加し、生活習慣病の治療率も年齢が上がるにつれて割合が高くなっています。 健診結果にお

いては、糖尿病の可能性が高い HbA1c6.5%以上及び、早期に医療受診が必要な高血圧Ⅱ度

（160/100mmHg）以上の方が、翌年 4 割も健診未受診者となっており、データが把握できていま

せん。 

健診未受診者を減らし、継続受診者を増やすことが重症化予防対策、健診受診率向上対策にも

つながります。併せて、メタボリックシンドローム該当者の増加は、心血管病、糖尿病等の生活

習慣病の発症及び重症化につながることにより、市民が健診を受診し、自分の健診結果を理解し

たうえで、生活習慣を振り返るとともに、適正な医療機関への受診へつなげることが必要です。 

 

 

６ 第３期における健康課題・目標(令和６年度～11 年度の６年間) 

目的：「健康寿命の延伸」 「医療費の適正化」 
指標 

実績 目標値 
Ｒ４ Ｒ8 Ｒ11 

平均寿命（歳） 
男性 80.81 延伸 延伸 

女性 86.98 延伸 延伸 

65 歳健康寿命 
男性 17.22 17.74※1 延伸 

女性 20.42 20.89※1 延伸 

平均自立期間（歳） 
（要介護 2以上） 

男性 79.2 延伸 延伸 

女性 83.3 延伸 延伸 

生活習慣病一人当たり医療費※２ 135,862 円 維持 維持 

※1：川口市総合計画 令和 7 年度目標。計画見直し時に修正を行う。 

※2：KDB 医療費分析生活習慣病から算出した。 
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目
標 

指
標 

達成すべき目的 課題を解決するための目標 

評価指標元 実績・目標 デー

タの 
把握

方法

(活

用デ

ー

タ) 

全
て
の
都
道
府
県 

県 
独

自 

市 
独

自 

初期値 
Ｒ６ 
(R4) 

中間 
評価 
Ｒ８

(R7) 

最終 
評価 
Ｒ11 

(R10) 

中
長
期
目
標 

ア
ウ
ト
カ
ム 

脳血管疾患・虚血性心

疾患、糖尿病性腎症に

よる透析の医療費の

伸びを抑制 

脳血管疾患の総医療費に占める割合の維持     〇 2.14% 維持 維持 

KDB 
ｼｽﾃﾑ 

虚血性心疾患の総医療費に占める割合の維

持     〇 1.56% 維持 維持 

慢性腎不全(透析あり)総医療費に占める割

合の維持 
    〇 6.15% 維持 維持 

糖尿病性腎症による透析導入者の割合の維

持     〇 53.7% 維持 維持 

短
期
目
標 

心血管疾患の発症を

予防するために、メタ

ボリック等の対象者

を減らす 

メタボリックシンドローム該当者の割合の

減少 
    〇 

21.8% 21.6% 21.4% 

メタボリックシンドローム予備群の割合の

減少 11.6% 11.4% 11.2% 

脳血管疾患、虚血性心

疾患(循環器病）の発

症を予防するために、

高血圧、脂質異常症、

糖尿病、メタボ該当者

等を減らす 

健診受診者の高血圧者の割合減少（160/100
以上）     〇 6.6% 減少 減少 

血圧が保健指導判定値以上の者の割合 
（130／85 以上） 

  〇   58.1% 57.0% 56.0% 

健診受診者の脂質異常者の割合減少 
(LDL160 以上） 

    〇 11.4% 減少 減少 

糖尿病合併症の発症

を予防するために、糖

尿病、高血圧、メタボ

等の対象者を減らす 

健診受診者の血糖異常者の割合の減少 
(HbA1C6.5%以上） 

  〇   9.2% 9.1% 9.0% 

HbA1c6.5%以上の者のうち、糖尿病のレセ

プトがない者の割合 
  〇   10.8% 10.7% 10.5% 

健診受診者のＨbA1C8.0%以上の者の割合

の減少 
〇     1.4% 1.3% 1.2% 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

特定健診受診率を向

上させ、重症者を減少 特定健診受診率 60%以上 〇     34.7% 45.0% 60.0% 

法定

報告

値 

特定保健指導実施率

を向上させ、自らの生

活習慣病のリスク保

有状況がわかり、改善

方法を自分で選択で

きる 

特定保健指導実施率 60%以上 〇     20.3% 36.0% 60.0% 

特定保健指導による特定保健指導対象者の

減少率 
〇     37.3% 37.5% 37.8% 

 

 

７ 課題解決するための保健事業の取組み内容 
事業名 事業の目的 

（１）特定健診受診率向上 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目し、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症

化を予防する。特定健康診査受診率を向上させ、生活習慣病予防のため保健指導を必要とする

ものを早めに抽出し、保健指導につなげる。 

（２）特定保健指導実施率向上 対象者に合った効果的・効率的な保健指導の実施により、行動変容を促し、メタボリックシン

ドローム該当者・予備軍の減少、生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常症）関連の医療費の

適正化を図る、そのため、未利用者・中断者を減らして、終了者を増やす。 

（３）糖尿病性腎症重症化 
予防対策事業 

糖尿病の重症化リスクの高い対象者に対して、医療機関の受診中断者や医療機関未受診者に受

診勧奨を行うことにより、治療に結び付けるとともに、通院中の者にあっては通院先の医療機

関の医師の指示に基づき保健指導を行うことにより、糖尿病性腎症の重症化を予防し、被保険

者の健康保持、医療費の適正化を実現することとする。 

（４）特定保健指導以外の 
保健指導事業 

循環器疾患（虚血性心疾患、脳血管疾患）の重症化リスクの高いものについて、医療機関未受

診者に受診勧奨を行うことにより治療に結び付けるとともに、生活改善が必要な対象者に保健

指導を行い介入することで、重症化を予防し、被保険者の健康保持、医療費の適正化を実現す

ることとする。 
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